
＜内部監査の体制と実施内容＞ 

当社は、内部監査部門として監査室を設置し、各部門の業務に関する内部監査の実施及び内部統

制体制のモニタリングを実施する事により、事業活動の適切性・効率性を確保しています。 

＜内部統制の体制と実施内容＞ 

（１）当社は、代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を原則月 1 回開催するこ

とで、社内におけるコンプライアンスや内部管理体制の適切性・有効性を検証し、問題点の

把握やその対策の具体化に努め、内部統制全般の整備と運用を行っています。 

（２）当社は、当社の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ健全に行われるため、監査

役による監査や、代表取締役社長直轄の監査室による各部門に対する内部監査を定期的に実

施しています。 

（３）当社は、「内部通報制度」を設置・運用し、法令上疑義のある行為等について従業員が直

接情報提供を行う手段を確保することで、不正行為等の早期発見と是正を図っていま 

す。 

資さんにおけるコーポレートガバナンス 

 
＜基本方針＞ 

当社は、経営理念に掲げる「幸せを一杯に。」を実現するために、「食の安心・安全」を第一 と

し、安定した提供を通じ社会に信頼される企業であり続けるとともに、お客様のみならず、資さ

んで働くすべての人、関係取引先で働くすべての人たちに信頼される経営を目指しています。

またサスティナビリティを重視し、常に「正しさ」を追求するとともに SDGｓ等の活動にも

力を入れています。 

 

＜コーポレートガバナンス図＞ 
 

 

 

 

＜お取引先基本方針＞ 

本方針は、当社及び株式会社資さんに食材・物品・人材・役務などをご提供頂くお取引様及
びお取引様ご自身のサプライヤーも包含した取り組みとして、お取引様基本方針を定めて
います。また、当社は新規取引先に対しては「反社会的勢力調査」を事前に実施する仕組み 

を導入しています。 

 

 

https://www.sukesanudon.com/pdf/torihikisakikoudoushishin.pdf
https://www.sukesanudon.com/pdf/multi-stakeholder-policy20251215.pdf

